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記載者職氏名印備 考 ・ 希 望 ． 意 見 等 記 入 棡

地域改善対策窯

主任

l.1.1間 耕太

起案理由：令和5年度地域改善対策事業（民間運動剛体涌動補助金）に係る補助金

交付要項を整備する。（単年度要項）

別紙：令和5年度つくば市民間運動団体涌動補助金交付要項（案）

椛助金様式

（参考)つくば市補助金等交付適正化規則
、

蛎業成果・効果：人椛・'司和|淵題の早期解決に寄与（行政補完）
l■

I

予算描置；令和5年度当初予猟計上

03-01-07-11-18-02 4, 150千IW

（令和4年度予算4, 150千円 ･実績4, 100･千円）

I 。

1

根拠法令等：なし

その他必要な辮項：この要項は内規であり、不適合等があれば、見直し･修正を定

期的に行っています。

当骸補助金については、平成21年鹿に補助基準額の見直しを行

い、平成22年度から平成24年度までの3年間、激変緩和婚置とし

て段階的是正を行ってきました。

平成24年度には、法務課槻当との協識により、術補助金等交付

適正化規則との関連付けを徹底し、要項(様式含)をⅢl1新していま

す。

徽近では、平成30年度に交付方法として概算払いを明記してし

います。（今年鹿も蹄襲）
、

I

第1ガイド：地域改善対策室共通

第2ガイド：補助金共通

フォルダ ：補助金交付要項(R5)

、

ロ伊

、 ロ ●

I ’



令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項

（趣旨）

第1条 つくば市民間運動団体活動補助金（以下「補助金」という。）の交付につ

いては、つくば市補助金等交付適正化規則(昭和62年つくば市規則第15号。以下

｢規則」という。）に定めるもののほか、この要項の定めるところによる。

（補助金の交付の目的）

第2条 補助金は、人権・同和問題に関する民間運動団体で次条に定めるものが実

施する人権・同和問題の解決を図るための啓発活動等の事業に対して交付するこ

とにより、市民の生活の安定及び福祉の向上を図ることを目的とする。

（補助対象団体）

第3条 補助の対象となる民間運動団体は、茨城県が対応団体と認定している民間

運動団体の次に掲げる市内支部とする。

(1)茨城県地域人権運動連合会つくば支部

（2）部落解放愛する会茨城県連合会つくば支部

（3）全日本同和会茨城県連合会谷田部支部

（4）全日本同和会茨城県連合会桜支部

（補助対象経費）

第4条 補助の対象となる経費は、第2条の事業に要する経費のうち、講師謝礼、

旅費、消耗品費、燃料費、印刷製本費、光熱水費、修繕料、通信運搬費、保険料、

負担金、使用料、賃借料、租税公課費（自動車税に限る｡）その他当該事業の実

施のために社会通念上必要と認められる経費とする。

（補助金額）

第5条 補助金の額は、補助対象経費総額の70％以内とし、予算の範囲内で市長が

定める額を上限とする。

2 補助金額に1, 000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。



（補助金の交付申請）

第6条 規則第4条第1項の補助金の交付申請は、令和5年度つくば市民問運動団

体活動補助金交付申請書（様式第1号）によるものとする。

2 規則第4条第1項の所定の期日（申請期限）は、5月31日とする。

（補助金の交付決定）

第7条 規則第7条の補助金の交付決定通知は、令和5年度つくば市民間運動団体

活動補助金交付決定通知書（様式第2号）により行うものとする。

（補助金の交付条件）

第8条 補助金の交付の決定に当たっては、補助金の交付の目的を達成するため、

次に掲げる条件を付すものとする。

(1)補助対象事業の内容の変更(補助対象経費総額の30パーセント以内の増減を

除く。）をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない

こと。

（2）補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承

認を受けなければならないこと。

（3）補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困

難となったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない

こと。

（4）補助対象事業は、令和5年度の事業とし、3月31日までに完了しなければな

らないこと。

（5）市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、

帳簿、証拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならな

いこと。

（6）補助金に係る実績報告書を､補助対象事業が完了した日から起算して20日以

内､若しくは3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない

こと。



(7)市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又

は一部を取り消すことができること。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金交付の条件に違反したとき。

（8）前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなけれ

ばならないこと。

（補助対象事業の変更等）

第9条 規則第12条の2の補助対象事業に要する経費の配分､補助対象事業の内容

の変更又は補助対象事業の中止若しくは廃止の承認の申請は、令和5年度つくば

市民間運動団体活動補助事業変更等承認申請書（様式第3号）により行うものと

する。

（実績報告）

第10条 規則第13条の補助対象事業の実績報告は、令和5年度つくば市民間運動

団体活動補助事業実績報告書（様式第4号）により行うものとする。

（補助金の額の確定）

第11条 規則第14条の補助金の額の確定は、令和5年度つくば市民間運動団体活

動補助金交付額確定通知書（様式第5号）により通知するものとする。

（補助金の交付方法）

第12条 補助金の交付は、概算払によるものとする。

（補助金の交付の請求）

第13条 規則第15条の2第2項の補助金の交付の請求は、令和5年度つくば市民

間運動団体活動補助金交付請求書（様式第6号）により行うものとする。

（補助金の経理等）

第14条 民間運動団体に対し補助事業に係る帳簿その他証拠書類を整理し、当該

年度終了後5年間保存させるものとする。



附 則

この要項は、令和5年4月3日から施行する。



別表

令和5年度 つくば市民間運動団体活動補助金

予算の範囲内で市長が定める額は、次のとおりとする。

･茨城県地域人権運動連合会つくば支部 200,000円

･部落解放愛する会茨城県連合会つくば支部 2,150,000円

･全日本同和会茨城県連合会谷田部支部 900,000円

･全日本同和会茨城県連合会桜支部 900,000円

計 4,150,000円



様式第1号（第6条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付申請書

年 月 目
‘ー

宛てつくば市長

団 体 名

代表者氏名

郵便番号

住 所

電話番号

申請者

補助金の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

補 助 事 業 の 名 称
I

。

補助対象経費総額 円

一

補助金交付申請額 円

開 始

完 了

年 月

年 月

日

補助事業の期間(予定）
日

事業計画書

収支予算書

前年度の収支決算書

□
□
□聿巨

添 付 類



様式第2号（第7条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書

第

年 月

号
日

様

つくば市長

年 月 日付けで申請のあった補助金の交付について、次のとおり決定したので

通知します。

補助事業の名称

補助対象経費総額 円

交 付 決 定 額 円

交 付 条 件

伊



様式第3号（第9条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助事業変更等承認申請害

年 月

面■一

つくば市長 宛て

団 体 名

代表者氏名

郵便番号

住 所

電話番号

申請者

年 月 日付け 第 号で交付の決定を受けた補助事業を、

次のとおり変更・中止・廃止したいので申請します。

補助事業の名称

変更・中止・廃止

の理由
I タ

ロ

変更・中止・廃止

年月日 年 月 日

I

(変更前）

(変更の場合）

変 更 事 瑁
一、

(変更後）

添 付 書 類
I



様式第4号（第10条関係）

◆

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助事業実績報告書

年 月 日

つくば市長 宛て

団 体 名

申請者 代表者氏名

郵便番号

住 所

電話番号

第 号で交付の決定を受けた補助事業の実施年 月 日付け

状況を、次のとおり報告します。

●

8

補助事業の名称

|完了年月β’開始年月日 年 月 日 完了年月日 年 月 日
『

交 付 決 定 額 円

補助対象経費精算額 円

事業実績書

収支決算書

市補助金概算払い精算書

□
□
□

添 付

奎昌

類

Ⅱ

。



様式第5号（第l1条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付額確定通知書

第

年 月

ロ
万
［
口

様

つくば市長

年 月 日付けで実績報告のあった補助事業について、次のとおり補助金の

額を確定したので通知します。

補助事業の名称

補助対象経費精算額

面
■

交 付 確 定 額 円



様式第6号（第13条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付請求書

年 月 日
〆

宛てつくば市長

団 体 名

申請者 代表者氏名

郵便番号

住 所

電話番号

④

第 号で交付の決定を受けた補助金の交付年 月 日付け

を、次のとおり請求します。

ロ

補助事業の名称
ロ

●

交 付 決 定 額 円

交 付 請 求 額 円
､

口 補助金交付決定通知書の写し

奎自

添 付 類

振込先

ブ リ ガ ナ
‐卓 一 一 ＝ → 口 重 一 一一＝ ＝ － ＝ ＝ 一 画 凸 ＝ 申 ■ - 画 一 画 一 一 ＝

I菫
華

口 座 名
I

I

支店銀行金 融 機 関 名

普通 ・ 当座 ; No.口座種別・番号
P

｜ ；



○つくば市補助金等交付適正化規則

昭和62年11月30日

規則第15号

改正 平成9年7月4日規則第48号 平成14年10月31日規則第58号

目次

第1章 総則（第1条一第3条）

第2章 補助金等の交付の申請及び決定（第4条一第9条）

第3章 補助事業等の遂行等（第10条一第15条の2）

第4章 補助金等の返還等（第16条一第19条）

第5章 雑則（第20条・第21条）

附則

第1章 総則

(趣旨）

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるもののほか、補

助金等に係る予算の執行の適正化を図るため補助金等の交付の申請、決定等に関

する事項その他の補助金等に係る予算の執行に関する基本的事項を定めるものと

する。

（定義）

第2条 この規則において「補助金等」とは、つくば市がつくば市以外の者（個人、

法人及びその他の団体をいう。以下同じ。）に対して交付する次に掲げるものを

いう。

（1）補助金

（2）利子補給金

（3）その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で市長がこの規則を適用

する必要があると認めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は



事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行うものをいう。

4 この規則において「間接補助金等」とは、次に掲げるものをいう。

（1）つくば市以外の者が相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、補助金

等を直接又は間接にその財源の全部又は一部とし、かつ、当該補助金等の交付

の目的に従って交付するもの

（2）利子補給金又は利子の軽減を目的とする前号の給付金の交付を受ける者が、

その交付の目的に従い、利子を軽減して融通する資金

5 この規則において「間接補助事業等」とは、前項第1号の給付金の交付又は同

項第2号の資金の融通の対象となる事務又は事業をいう。

6 この規貝Iにおいて「間接補助事業者等」とは、間接補助事業等を行うものをい

○

一
つ

（平9規則48．平14規則58．－部改正）

（関係者の責務）

第3条 市長は、つくば市の公益を増進し、かつ、行政の総合的見地から真に必要

がある場合においてのみ、法令、条例又は規則等（以下「法令等」という。）の

定めるところに従い、合理的基準により補助事業等に要する経費を算出し、これ

を予算に計上するものとする。

2 補助事業者等及び間接補助事業者等は、補助金等が市民から徴収された税金そ

の他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、法令等の定め及び補

助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従って誠実に

補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、市長及びその他の関係職員は、補助

金等が市民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに

特に留意し、補助金等が法令等及び予算に定めるところに従って公正かつ効率的

に使用されるように常に努めなければならない。



（平9規則48・一部改正）

第2章 補助金等の交付の申請及び決定

（補助金等の交付の申請）

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した補

助金等交付申請書を所定の期日までに市長に提出しなければならない。

(1)申請者の氏名又は名称及び住所

（2）補助事業等の目的及び内容

（3）補助事業に要する経費、経費の財源内訳及び経費の使用方法

（4）補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業の遂行に関する計画

（5）交付を受けようとする補助金の額及びその算出の基礎

（6）その他市長の必要とする事項

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

（1）補助事業等の事業計画書

（2）補助事業等の収支予算書

（3）前年度から引き続く補助事業等にあっては、前年度の収支決算書

（4）工事を伴う補助事業等にあっては、その実施設計書

（5）その他市長が必要と認める書類

（平9規則48．平14規則58・一部改正）

（補助金等の交付の決定）

第5条 市長は、補助金等の交付の申請があった場合は、当該申請に係る事項等の

審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該申請に係る補助金等の交付が

法令等及び予算で定めるところに違反しないかどうか、補助事業等の目的及び内

容が適正であり、かつ、効果が期待できるかどうか、金額の算定に誤りがないか

どうか等を調査し、補助金等を交付すべきものと認めたときは、補助金等の交付

の決定をするものとする。

2 市長は、前項の場合において、適正な交付を行うために必要があるときは、補



助金等の交付の申請に係る事項につき修正を加えて補助金等の交付の決定をする

ことができる。

（平9規則48．－部改正）

（補助金等の交付）

第6条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の目

的を達成するために必要があるときは、補助事業者等に対し、次に掲げる事項に

ついて条件を付するものとする。

(1)補助事業等に要する経費の配分又は補助事業等の内容の変更（市長の定める

軽微な変更を除く。）をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けるべ

きこと。

（2）補助事業等を行うため締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する

経費の使用に関する事項

（3）補助事業を中止し、又は廃止するときは、市長の承認を受けるべきこと。

（4）補助事業等が予定の期間に完了しないとき、又は補助事業等の遂行が困難と

なったときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けるべきこと。

（5）前各号に掲げるもののほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と

認められる事項

2 市長は、補助事業等又は間接補助事業等の完了により当該補助事業者等又は間

接補助事業者等に相当の収益が生じると認められるときは、期日を限り、補助金

等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補

助金の全部又は一部に相当する金額をつくば市に納付すべき旨の条件を付するこ

とができる。

3 補助事業者等は、間接補助金等を交付する場合において、前2項の規定により

市長が条件を付したときは、間接補助事業者等に対し、これを遵守するために必

要な条件を付さなければならない。

（平9規則48・一部改正）



（決定の通知）

第7条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合は、速やかに、その決定の内容

及びこれに条件を付したときはその条件を補助金等交付決定通知書により補助金

等の申請をした者に通知するものとする。

（平9規則48．平14規則58・一部改正）

（申請の取下げ）

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合

において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件

に不服があるときは、市長が定める期日までに、申請の取下げをすることができ

る。

2 前項の規定による取下げがあったときは、当該申請に係る補助金等の交付の決

定は、なかったものとみなす。

（平9規則48・一部改正）

（事情変更による決定の取消し等）

第9条 市長は、補助金等の交付の決定をした場合において、次の各号の一に該当

するときは、補助金等の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決

定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業

等のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

（1）天災地変その他補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により補助事業等

の全部又は一部を継続する必要がなくなったとき。

（2）補助金等の交付の決定後生じた事情の変更により、補助事業者等又は間接補

助事業者等が、補助事業等又は間接補助事業等を遂行するため必要な土地その

他の手段を使用することができないこと、補助事業等又は間接補助事業等に要

する経費のうち補助金等又は間接補助金等によって賄われる部分以外の部分を

負担することができないことその他の理由により補助事業等又は間接補助事業

等を遂行することができなくなったとき（補助事業者等又は間接補助事業者等

'1



の責めに帰すべき事情による場合を除く。）。

2 市長は、前項の規定による補助金等の交付の決定の取消しにより特別に必要と

なった事務又は事業に対しては、当該事務又は事業に要する経費について補助金

等を交付することができる。

3 第7条の規定は、第1項の取消し又は変更をした場合について準用する。この

場合においては、取消し又は変更の理由を付するものとする。

（平9規則48．－部改正）

第3章 補助事業等の遂行等

（補助事業等の遂行）

第10条 補助事業者等は、法令等の定め並びに補助金等の交付の決定の内容及び

これに付した条件その他法令等に基づく市長の命令に従い、善良な管理者の注意

をもって補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等を他の用途に使

用（利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減を

しないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになる

ことをいう。以下同じ。）してはならない。

2 間接補助事業者等は、間接補助金等の交付又は融通の目的に従い、善良な管理

者の注意をもって間接補助事業等を行わなければならず、いやしくも間接補助金

等を他の用途に使用（利子の軽減を目的とする第2条第4項第1号の給付金にあ

っては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、

間接補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいい、同

項第2号の資金にあっては、その融通の目的に従って使用しないことにより、不

当に利子の軽減を受けたことになることをいう。以下同じ。）してはならない。

（平9規則48・一部改正）

（状況報告）

第11条 補助事業者等は、市長の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況

に関し、市長に報告しなければならない。



（補助事業等の遂行等の命令）

第12条 市長は、補助事業者が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくは

これに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、当該補助事業者等

に対し、これらに従って当該補助事業等を遂行すべきことを命じることができる。

2 市長は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補

助事業等の遂行の一時停止を命じることができる。

（平9規則48・一部改正）

（申請内容の変更）

第12条の2 補助事業者は、第4条に規定する交付申請書及び添付書類の内容に

変更（市長が認める軽微な変更を除く。）が生じたとき、又は補助事業等を中止

し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに補助事業等変更・中止・廃止申

請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

（平14規則58．追加）

（実績報告）

第13条 補助事業者等は、補助事業が完了したとき、又は第6条第1項第3号の

規定による補助事業等の廃止の承認を受けたときは、その完了した日から起算し

て20日以内に、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に収支決算書

その他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。補助事

業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係るつくば

市の会計年度が終了したときも、同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以後の補助事業等の

遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等

の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(平9規則48・平14規則58・一部改正）

（補助金等の額の確定等）

第14条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受



けた場合においては、報告書等書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等によ

り、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに

付した条件に適合するものであるかどうかを調査し、適合すると認めたときは、

交付すべき補助金等の額を確定し、必要に応じ当該補助事業者等に補助金等確定

通知書により通知しなければならない。

（平14規則58・一部改正）

（是正のための措置）

第15条 市長は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受

けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及

びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これ

に適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に対して命じること

ができる。

2 第13条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用

する。

（交付の時期）

第15条の2 補助金の交付は、補助事業等の完了後とする。ただし、市長が必要

と認めたときは、補助事業等の着手前又は完了前であっても、その一部又は全部

を交付することができる。、

2 補助事業者は、補助金等の交付を受けようとするときは、補助金等交付請求書

により市長に請求しなければならない。

（平14規則58．追加）

第4章 補助金等の返還等

（決定の取消）．

第16条 市長は、補助事業者等が、補助金等を他の用途に使用し、その他補助事

業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又

はこれに基づく市長の命令に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は



一部を取り消すことができる。

2 市長は、間接補助事業者等が、間接補助金等を他の用途に適用し、その他間接

補助事業等に関して法令等に違反したときは、補助事業者等に対し、当該間接補

助金等に係る補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

3 前2項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった

後においても適用があるものとする。

4 第7条の規定は、第1項又は第2項の規定による取消しをした場合について準

用する。

（平9規則48・一部改正）

（補助金等の返還）

第17条 市長は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等

の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を

定めて、その返還を命じなければならない。

2 市長は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既

にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を

命じなければならない。

3 市長は、第1項の返還の命令に係る補助金等の交付の決定の取消しが、前条第

3項の規定によるものである場合において、やむを得ない事情があると認めると

きは、当該補助事業者等の申請に基づき、返還の期限を延長し、又は返還命令の

全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとするときは、その内容を記載した書面

に当該補助事業等に係る間接補助金等の交付又は融通の目的を達するためにとっ

た措置及び当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記

載した書類を添えて行わなければならない。

（平9規則48・一部改正）

（加算金及び延滞金）



第18条 補助事業者等は、第16条第1項の規定又はその他の法令等の規定による

取消しに関し、補助金等の返還を命じられたときは、その命令に係る補助金等の

受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額（その一部を納付し

た場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）につき

年10. 95パーセントの割合で計算した加算金をつくば市に納付しなければならな

い。

2 補助金等が2回以上に分けて交付されている場合における前項の規定の適用に

ついては、返還を命じられた額に相当する補助金等は、最後の受領の日に受領し

たものとみなし、当該返還を命じられた額がその日に受領した額を超えるときは、

当該返還を命じられた額に達するまIで順次さかのぼり、それぞれの受領の日にお

いて受領したものとする。

3 第1項の規定により加算金を納付しなければならない場合において、補助事業

者等の納付した金額が返還を命じられた補助金等の額に達するまでは、その納付

金額は、まず当該返還が命じられた補助金等の額に充てられたものとする。

4 補助事業者等は、補助金等の返還を命じられ、これを納期日までに納付しなか

ったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額に年

10.95パーセントの割合で計算した延滞金をつくば市に納付しなければならない。

5 前項の規定により延滞金を納付しなければならない場合において、返還を命じ

られた補助金等の未納付額の一部が納付されたときは、当該納付の日の翌日以後

の期間に係る延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除し

た額による。

6 市長は、第1項及び第4項の場合において、やむを得ない事情があると認める

ときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除

することができる。

7 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合においては、その理由を記載

した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算



金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類

を添えて、市長に提出しなければならない。

（平9規則48．－部改正）

（他の補助金等の一時停止等）

第19条 市長は、補助事業者等が、補助金等の返還を命じられ、当該補助金、加

算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同

種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度におい

てその交付を一時停止し､又は当該補助金等と未納額とを相殺することができる。

（平9規則48・一部改正）

第5章 雑則

（財産処分の制限）

第20条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で

次の各号の一に該当するものを､補助金等の交付の目的に反して使用し､譲渡し、

交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付

を受けた補助金等の全部に相当する金額（加算金又は延滞金を納付しなければな

らない場合には、それらの額を含む。）をつくば市に納付した場合又は市長が補

助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場

合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

（1）不動産及びその従物

（2）機械及び重要な器具で市長が指定するもの

（3）その他市長の定めるもの

（平9規則48．一部改正）

（立入調査等）

第21条 市長は､補助金等に係る予算の執行の適正を期すため必要があるときは、

補助事業者等若しくは間接補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にそ

の事務所、事業場等に立ち入り、’帳簿書類その他の物件を調査させ、若しくは関

ﾉ



ノ

係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、こ

れを提示しなければならない。

3 補助事業者等は、間接補助金等の交付の決定をするに当たっては、市長が必要

に応じて間接補助事業者等に対して報告をさせ､調査若しくは検査に立ち会わせ、

又は当該職員にその事務所、事業場等に立ち入らせ、帳簿書類その他の物件を調

査させ、若しくは関係者に対して質問させることがある旨の条件を付するものと

する。

4 第1項の規定による権限は、犯罪の捜査のために認められたものと解してはな

らない。

（平9規則48．－部改正）

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成9年規則第48号）

この規則は、公布の日から施行する。

附 則（平成14年規則第58号）

（施行期日）

1 この規則は、平成14年11月1日から施行する。

（経過措置）

2 この規則の施行の日前に現に茎崎町単独町費補助金等交付規則（昭和60年茎崎

町規貝|｣第13号）の規定に基づいて交付の決定を受けている補助金等の変更、実績

報告、請求、決定の取消し及び返還については、なお従前の例による。



※ この用紙は料金に含まれません。

以下の文書につきましては、内容が重複するため、省略します。

■令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項

※ 起案文「令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項について」

をご参照ください。

■令和5年度民間運動団体活動補助金交付に係る様式類

※ 起案文「令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項について」

をご参照ください。

■つくば市補助金等交付適正化規則

※ 起案文「令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項について」

をご参照ください。
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21付..l二・施行｣品の注意 施 行 令和 5年 4月 51;|
公印省I略

決 裁 令和 5年 4月 5脚

腿 案 令和 5年 4月 5日

錐方の叉欝|令和俸卿ビ！ 収 受 棚}"月’ョ
宛先 起案部局 市民部 公印照合 抑 印

・ 部辮解放愛す．る会茨城県連合会 地域改善対策寵
つくば支部

係

支郷長|－~こ~]外3支部優様 起案者職氏名

主任

山剛 耕太 ③発信者 市長名
電話 2430

回付..l二・施行.l品の注意

公印省|略

宛先

部落解放愛す．る会茨城県連合会

つくば支部

支繍長|－－1外3支部健様

件翁令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付申請について

このことについて、 別紙 のとおり

市内運動団体4支部長あて通知 してよろしいか伺います。

｡

決 裁 椛 者 稀 識 群 査

文 縛 主 任 法 令

大久保 克巳 文撚徽:理離任

,恩
4

ﾛ

|仕上り希望
|タイプL

合議又は供覧 ノ1 日

消 打 ち
原 紙

浄 例文盗録

有 （ ）
蝿

･例文遜録 要・否

ワード

プ脚セツ､ﾂ．

その他

書

浄醤受付|沖 譜｜浄諜照合

1 1 1

発送繩別

普通 緋留 速達

小包 使送

発 送発

送 月 lヨ

つくば市 003639



記載者職氏名印備 考 ・ 希 望 。 意 見 等 記 入 欄
I

地域改善対紫鑿

主催

I｣ ||澗 緋太

起燕!"1 :令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項に雛づいた11:I諦臆

ついて、各通勤職|体支部に通知するもの。

別紙；各支部長宛通知（4支部）

令和5年度つくば市民間通勤団体活動輔助金交付要項（様式含）

つくば市補助金等交付適正化規則

民間蓮勤団体活勤補助金に係る留意事項

申立書（出納に|座関連)．
■

聯業成果・効果：人椛・同和問題の早期解決に寄与する（行政補完）

予算措慨: 03-01-07-1 1-18-02-4.1 当初予算計上 4, 150gW]

(R4年度予騨額4, 150千門、R4年度実縦額4, 100千|叩）

・部落解放愛する会茨城県連合会つくば支部 2,150千円

・茨城県地域人椛通勤連合会つくば支部 200 gWり

・全日本同和会茨城県連合会谷田部支部 900千円

・全日本同和会茨城県連合会桜支部 900千|邸

I

根拠法令等：なし
I

1 ．

その他必要な事項：平成21年度の市長承認に基づき、平成22年度から平成24年度

の3ｹ冒年で段階的に補助金額(基準額)の見直しを実施した｡
平成24年度に人権連つくば支部が自主的に100千円を減額して

現在の額となっている。

I

第1ガイド；地域改善対策篭共通
l l q

第2ガイド：補助金共通

l l

フォルダ ：補助金交付要項通知
I■

I 、

I

I

●

ﾛ

ノ

’



5つ く ば 地 改 第 4 号

令和5年(2023年）4月5日

部落解放愛する会茨城県連合会

つくば支部長I－L－…－1様

つくば市長 五 十 嵐 立 青

（公印省略）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付申請について

このことについて､つくば市補助金等交付適正化規則第4条の規定に基づき、

下記により交付申請書の提出をお願いします。

記

① 様式第1号 民間運動団体活動補助金交付申請書

② 事業計画書

③ 収支予算書

④ 前年度の収支決算書

⑤ 様式第6号 補助金交付請求書

1 提出書類

2 申請額 2, 150, 000円 以内

3 提出部数 1部

4 提出先 市民部 市民協働課 地域改善対策室

5 提出期限 令和5年(2023年）5月31日

6 送付書類 令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項（様式

含）及び つくば市補助金等交付適正化規則

担当 市民部 市民協働課

地域改善対策室 山田

電話029-883-1 11 1内2430



5つ く ぼ 地 改 第 5 号

令和5年(2023年）4月5日

茨城県地域人権運動連合会

つくば支部長|－丁~二 |様

つくば市長 五 十 嵐 立 青

（公印省略）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付申請について

このことについて､つくば市補助金等交付適正化規則第4条の規定に基づき、

下記により交付申請書の提出をお願いします。

記

提出書類 ① 様式第1号 民間運動団体活動補助金交付申請書

② 事業計画書

③ 収支予算書

④ 前年度の収支決算書

⑤ 様式第6号 補助金交付請求書

1

申請額

提出部数

提出先

提出期限

送付書類

200, 000円 以内2

1部3

市民部 市民協働課 地域改善対策室4

令和5年(2023年)5月31日5

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項（様式

含）及び つくば市補助金等交付適正化規則

6

担当 市民部 市民協働課

地域改善対策室 山田

電話029-883-1 1 1 1内2430



5 つ く ば 地 改 第 6 号

令和5年(2023年）4月5日

全日本同和会茨城県連合会

谷田部支部長!ー■■■■■様

つくば市長 五 十 嵐 立 青
＋

（公印省略）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付申請について

このことについて､つくば市補助金等交付適正化規則第4条の規定に基づき、

下記により交付申請書の提出をお願いします。

記

l 提出書類 ① 様式第1号 民間運動団体活動補助金交付申請書

② 事業計画書

③ 収支予算書

④ 前年度の収支決算書

⑤ 様式第6号 補助金交付請求書

2 申請額 900, 000円 以内

3 提出部数 1部

4 提出先 市民部 市民協働課 地域改善対策室

5 提出期限 令和5年(2023年)5月31日

6 送付書類 令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項（様式

含）及び つくば市補助金等交付適正化規則

担当 市民部 市民協働課

地域改善対策室 山田

電話029-883-1 11 1内2430



5 つ く ば 地 改 第 7 号

令和5年(2023年）4月5日

全日本同和会茨城県連合会

桜支部長1－ ‐可様

つくば市長 五 十 嵐 立 青

（公印省略）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付申請について

このことについて､つくば市補助金等交付適正化規則第4条の規定に基づき、

下記により交付申請書の提出をお願いします。

記

① 様式第1号 民間運動団体活動補助金交付申請書

② 事業計画書

③ 収支予算書

④ 前年度の収支決算書

⑤ 様式第6号 補助金交付請求書

1 提出書類

2 申請額 900, 000円 以内

3 提出部数 1部

4 提出先 市民部 市民協働課 地域改善対策室

5 提出期限 令和5年(2023年)5月31日

6 送付書類 令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項（様式

含）及び つくば市補助金等交付適正化規則

担当 市民部 市民協働課

地域改善対策室 山田

電話029-883-111 1内2430



民間運動団体活動補助金に係る留意事項

補助金の原資は税金であることから、効率性を高め、使途を明確

にして適正な執行に努めなければなりません。

1．つくば市補助金等交付適正化規則及び民間運動団体活動補助

金交付要項に基づき、その都度必要な手続き（関係書類の作成及び

提出）をして下さい。

2．補助事業に係る諸帳簿類の整備をお願いします。

特に、支出の内訳を明確にするため、請求書、請求内訳書、領収
書は必ず保管して下さい。関係書類は事業終了後5年間の保管が義

務づけられています。

なお、市の監査等において、関係書類の提示を求められる場合が

ありますので大切に保管して下さい。

3．事業費補助が原則であり、日常的な運営に関する経費（食糧費

･備品購入費・慶弔費・家賃等）は補助対象外となります。

4．決算時において余剰金が生じた場合は、市に返還していただく

ことになります。

5．補助金の出納は、個人名義ではなく団体名義の通帳とし、記録

を残して下さい。

6．団体事務の行政部局への委任は禁止されています。

◇ 補助事業の期間は、

実施期間です。4月1日7

補助対象事業(補助金を充当する事業)の

日から3月31日までとは限りません。

【例】5月10日に補助事業を開始(着手)し、3月15日に完了の場合
4/ 1 5/10 3/15 3/31

’
|実績
｢癌
b

補助事業の実施期間（5/10～3/15)申請期間

※交付Wﾖ譜5月101］以前(5/10までに） 実績報告書



〆

申 立 書

上記口座は､つくば市民間運動団体活動補助金に係る団体(支部）

専用口座に間違いありません。

年 月 日

つくば市長 五十嵐立青 様

申立者 団体名

氏 名

住 所

電話番号

金融機関(支店)名

口 座 名 義 人

口 座 番 号

b

普通・当座No．
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|傑癖｜‘年|分類認号’保 存 分 類 記 号5年
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'

文 諜 記･号･番･号 5 つくば 地改 第 8 施行予定号 令和 5年 4月10日

値l付上・施行.｣二の注意 ，

譜i薊決裁方式の理曲：ア（第1号該当）
令和5年今月／0日施 行

令和 罫年 ￥ノリ61龍’決 裁

起 案 令和 5年 4月 61ヨ
。

I先方の文書 令和 年 月 ｜ヨ 収 受 令和 年 月 日
ロ ロ

宛先 公印照合 押 印起案部局 市民部

全|副本同和会茨城県連合会

桜支部

支部長1－‐

地域改善対策室 (鑿､！ ③可霧P係

I樺 起案者職氏名

主任

|｣.|剛 耕太

や

鰯 ）発信者 市長籍 〆

電話 2430

件名（全日本棲)令和5鞭つくば市民間運動団体活動補助金の交付決定について

&

このことについて、 別紙 のとおり
bl

夕■甲■

補助額を決定し、通知 してよろしいか伺います。

豆

決 裁 権 者 識 群審 査

聯 識

牒長

美野撫溌子

審 議 令文 撫 主 任 法
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無
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ワード

プロセッ･リ
● ■

■

その他■

悪
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記載者職氏名印備 考 ・ 希 望 ． 意 見 等 記 入 欄

起案理I:tl :つくば市補助金等交付適正化規則第7条の規走による 地|戒改善対･策籠

澱耕鐙別紙：令和5年度つくば市民|淵運動団体活動補助金交付決定通知書

令和5年度つくば市民|淵運動団体活動補助金交|付･l;ﾄI諭諜（団体より）

事業成果・効果：|司和問題の早期解決に寄与（行政補完）
Ⅱ

予算措置：当初予算計上03-01-07-1 1-18-02-41 4, 150千円

I

！

根拠法令等：つくば市補助金等交付適正化規則

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項

その他必要な事項：特になし

第1ガイド：地域改善対策室共通

第2ガイド：補助金共通

フォルダ ：市補助金叩諦・交付決定

I グ

０

I

■

1

I｡

ロ ロ

I

1

9



様式第2号（第7条関係）

一

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書

譲
5つ く ば 地 改 第

令和5年(2023津)4月

全日本同和会茨城県連合会

鬘蕊’－－－]様
I子

つくば市長 五 十 嵐 立 青

〆、

令和5年(2023年)4月6日付けで申請のあった補助金の交付について次のとおり決定
したので、通知します。

ざ

補 助 事 業 の 名 称 部落差別の解消のための啓蒙啓発事業
一卸

補助 対象経費総額 1., 750, 000円
qQ

交 付 決 定 額 900，000円

交 付 条 件

(1)補助対象事業の内容の変更（補助対象経費総額の30パーセント以内の増減を除く。）
をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(2)補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け
なければならない。

(3)補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となっ
たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない

(4)補助対象事業は､令和5牟度の事業とし､3月31日までに完了し表ければならない。
(5)市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、帳簿、証
拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならない。
(6)補助金に係る実績報告書を、補助対象事業が完了した日から起算して20日以内、若し
くは3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(7)市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を
取り消すことができる。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金交付の条件に違反したとき。

(8)前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならな
い。

◆
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様式第1号（第6条関係）

鈴．

;鷺
a

：5．

一

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付申請書

令和 5年 4月 6日､:ご′ ／ 〆
つくば市長 五十嵐 立青 様

〆

申請者 団 体名

氏 名

郵便番号

住 所

全日本同和会茨城県連合会桜支部

I-ー …■支部長
一一一

』

’

電話番号

-J一 一一

補助金等の交付を受けたいので、次のとおり申請します。

ﾛ

一

補助事業の名称 部落差別の解消のための啓蒙啓発事業
t ”

七

ﾛ

一

補助対象経費総額 1，750，000円

I

■

や 一0

補助金交付申請額 900，000円

■
■
日
工
■

■
ｑ
■
■

◆
b■や｡グ ャ

開 始 令和5年4月19日

補助事業の期間(予定）
一

｜ 完 了 令和6年3月20日
■

D q

ー｡■

図 事業計画書

図 収支予算書
添付書類 ■子P

画 前年度の収支決算書



事 業 計 画 書

1，事業の名称

部落差別の解消のための啓蒙啓発事業

2，事業の目的及び効果一/‐
部落差別は解消されつつあるものの、今なお就職、結婚等、心理的差別は、

根深く存在しています。

差別の解消を目指して、啓発活動を積極的に行い、学習会、研修に参加し、

推進してまいります。

同和問題の解決は、国民的課題であり、行政の責務であります。

正しい理解を得て、部落の完全解放と、日本国憲法で保障されている

基本的人権の確立をもって、差別のない社会を築き上げて行く。

事業の内容及び活動計画等
診一

・事業期間：令和5年4月19日から令和6年3月20日まで

･活動範囲:市内全域。唖あ二蔀職(桜･豊里･大穂地区）

3，

未だ残る属地、属民の名誉を早く解消し、社会に啓蒙啓発運動を展開し、

自らも積極的に研修会に参加し、又会員に対しては、学習会を開催し、会員

の理解を深め、行政及び教育関係者とも理解を深めて更に協力しあい、当支

部の啓蒙啓発運動を更に充実させて行く。

事
業
活
動

茨城県連定例理事会

全国研修大会・桜支部総会

全国支部長級会議・県連執行部会議

全国青年部研修大会・定例理事会

茨城県連研修大会

茨城県連正副委員長会議

全国女性部研修大会・定例理事会

関東東北連研修大会・全国執行部会議

関東東北連合会連絡協議会

茨城県連正副委員長会議

全国合同研修大会・茨城県連執行部会議

全国正副委員長会議・茨城県連定例理事会

今云
・

習学
▼

↑

部
●

支

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
５

６
７

８
９

０
１

２
１

２
３

の

内
容

１
１

１



一

令和5年度 収 支 予 算

圭
国

(収 入） 単位:円
ー

- 弓ﾛ － －－－
一 二一

5年度＝

予算額①
4年度"…

予算額②
比較増減
(①-②） ｜

’

区 分 摘 要

｜ －~－1
一

79,000
Ⅱ

今云

費 79,000 0

I

盈.1 ．1 ．‘1

市補助金 900,000 900,000 0
I ｡

ロ E 、口Ⅱ

げ･ I p－I 1 －

その他 778,000 支部長､会員､負担金､寄付金778,000 0

’
･’''1 H 1

･ 望℃ P ･■－▲‐▲ ｡ ■ ~ 一一
Z__唾一ﾆｰﾛｰﾆY---1.一一__r一一－ ﾛ ﾛｰｰﾛｰ ｰ 一 一

｜
I

△7,000
I

十一
雪
口

今画

1,750,000 1,757,000 △7,000

(支 出） 単位:円
『｜

｜

』

■
一
■
１

予灘①
4年度←
予算額②

比較増減

(①＝②） ’節 区 分 補助金充当額 摘 要

旅 費 800,000 旅費､宿泊費800,000 0 600,000

０■

画
■
■
■
■

■
■
■
■
■

１１１

夕

J U H

▲09

参 加 費
(負担金）

研修大会 〃
一・‐ 1 1 －．1｡

600,0001 600,000
支部研修等

、

1 1 11
1

ロ

ロ 【

ロ ロ

､

。｡.．I ．

消耗品費 15,000 事務用品他15,000 0 0
D B ロ K I I

１
１
１
１

』
二

一
一一

一一

－ ，

負 担 金 150,000 県連負担金150,000 0 0
f H Ⅱ

燃 料 費 ガソリン､灯油100,000 100,000 0 0

ｰ

20,000
＃

0印刷製本費 コピー､名刺20,000 0

一
、
‐
一
朝
’

一
一
■
■
”

‐
ｌ
ｌ
ｊ
０
‐
１
１
』
■
■
い
■
９
“
■
■
艮
伊
凸
ｒ
ｐ
ｌ
９
Ⅱ
１
ｑ
８
‘
■
１
１
１
１

〆

光 熱 費 15,000 電気､ガス12,000 3000 0

心

一

60,000通信運搬費 50,000 △10000 郵便､切手､雷認0

1,750,000 1,757,000 △7000 900,000

〈ロ

計 1 ,750,000 1,757,000 △7000 900,000
ー



一

令和4年度 収 支 決 算

圭
冨

(収 入） 単位:円
－－ 一 一＝ ■

|予算額①’|予算額①
C

決算額② 増減(②-①）区 分 摘 要

■●も■~ ■ ‐

I |
デ，

0

合云

費 79,000 79,000

ロド 苧壷 U ＝.、

市補助金 900,000 900,000 0
｡

その他 支部長､会員､負担金､寄付金778,000 785,700 7,700

ｌ
■
１
Ｊ
４
１
！
■
■
■
■

■

1 1
r

|合計| !"0661 w"01川61 ’
訂一

1,757,000合 計 1,764,700 7,700

(支 出） 単位:円
■ 一

Ｆ
■
刃
幻
丘

’

、
叫
ｊ
ｌ
ｌ
ｌ

予算額①節 区 分 決算額② 増減(②-①） 補助金充当額 摘 要

g〆

800,000
Gq F

旅 費 旅 費807,700 7,700 500,000 807,700

１
１

全国大会

青年部研修大会
茨城県連研修大会

女性部研修大会
中部地区連研修大会

関東東北連研修大会

近畿地区連研修大会

全国合同研修大会

50,000

50,000

100,000

25,000

25,000

100『000

25,000

50,000

■■ ■

参 加 費
(負担金）

グー 1 1

600,0001 625,000 25,0001 400,000

I

支部研修会等 200,000
U

I

-I ■ ロ

消耗品費 15,000 事務用品他0 △15，000 0
I I B ．

夕 ■

負 担 金 県連負担金150,000 150,000 (） 0

燃 料 費 100,000 ガソリン100,000 0 0

印刷製本費 コピー､名刺20,000 20,000 0 0
ﾛ ロ ﾛ ロ I

光 熱 費 電気､ガス12,000 12,000 0 0

通信運搬費 郵便､切手､電話60,000 50,000 △10，000 0

1 ･ H 1

１１１１

〆 試

今 計 1 ,757,0001 1 ,764,7001 7,7001 9001000F．

合口

計 1,757,000 1,764,700 7.700 900,000
、

一
－ ■ ■ ｡ 一 p ■F ---■=一 一=ー一一 = - F －
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付 せ ん 貼 付 柵

|繰糠｜‘年|分類龍骨’保 存 分 獺 記 号5年

｜ 文 警 記 号 番 号 5ろくば地改第’ ツ号 施行予定 令和 5年 4月13日

回付上 ・施行上の注意

書面決裁方式の理由『ア（第1号該当）

施 行 令和夕年4月／jIヨ

令和夕年半月／DlﾐI決 裁

起 案 令和 5年 4jl l OB

’先方の文書 令和 年 月 日 収 受 年令和 月 日

宛先 公印照合起案部局 押 印市民部

亀
部落解放愛する会茨城県連合会

つくば支部

支舗長ロ
③

地域改善対策室

Ｉ

係

卜
同

Ⅱ I

起案者)腋氏名

主任

山田 耕太 ．

１
１

発信者 市長名
2430、ご’:罰シ電諦

件名（愛する会)令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金の交付決定について
、

タ

このことについて、 別紙 のとおり

補助額を決定し、通知 してよろしいか伺います。

決 裁 権 者 審 識 群 査
I

群 織 群 縦

課長

美野本 玲子

審 議

懲岡
文 秘 主 任 法 令

文帯櫛理非係
《駁

綿山
合議又は供臆 仕上り希望 月 ｜ヨ

清 打 ち

原 紙
タ イ プ

浄 例文薙録

有 （ ）
無

例文登録 要・否

ワード

プロセッサ

’

その他

瀞

浄需受付 浄 譜 浄譜照合
I

ロ ﾛ ､

1 1 1ｰ

発送種別

普通 薔留 速達

小包 使送

発 発 送

逆 月 lヨ

つくば市 007758



｡

記載者職氏名印備 考 ・ 希 望 ． 意 見 等 記 入 棡
ロ

地域改善対策室

謡耕繍
起案理由：つくば市補助金等交付適正化規則第7条の規定による

別紙：令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知蕃

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付申請書（団体より）

蛎業成果・効果§同和問題の早期解決に寄与（行政補完）
■ ■

予算措置；当初予算計上 03-01-07-1 1-18-02-41 4, 150千門

根拠法令等：つくば市補助金等交付適正化規則 l く

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項

その他必要な事項：特になし

第1ガイド：地域改善対策室共通

第2ガイド：補助金共通

フォルダ ：市補助金申請・交付決定

R O

I ‘ ，

■

ロ

I

勺

E ■

I

B

I



様式第2号（第7条関係）

〆

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書

〆

5つく ば地改第7号
令和5年(2023年)4月/O日

部落解放愛する会茨城県連合会

つくば支部

支部長'－－二－3」様7

つくば市長 五 十 嵐 立 青

令和5年(2023年)4月1O日付けで申請のあった補助金の交付について次のとおり決定
したので、通知します。

■

一

補 助 事 業 の 名 称

補助対象経費総額

部落解放運動啓蒙啓発等推進事業

3，150，000 円

交 付 決 定 額 2，150，000 円＝

交 付 条 件

(1)補助対象事業の内容の変更（補助対象経費総額の30パーセント以内の増減を除く。）
をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

,(2)補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け
なければならない。

(3)補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4)補助対象事業は､令和群度の事業とし、3月31日までに完了しなければならない。
(5)市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、帳簿、証

拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならない．
(6)補助金に係る実績報告書を、補助対象事業が完了した日から起算して20日以内、若し
くは3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(7)市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を
取り消すことができる。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したと．き･

ウ 補助金交付の条件に違反したとき。

(8)前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならな

い。
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様式第1号(第6条関係）

鐘■ 令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付申請書

5． ／
令和5年 4月10B

久 ，．

つくば市長 五十嵐 立青 様

団体名 部落解放愛する会茨城県連合会

つくば支部
丁■,一一一一 一一-一 一一,

函

Ｉ
”

申請者 代表者名

郵便番号

住 所

電話番号

補助金の交付を受けたいので､次のとおり申請します。

ロ

補 助 事 業 の 名 称 部落解放運動啓蒙啓発等推進事業／

〆

補 助 対 象 経 費 総 額 3, 150, 000円
ロ

ロ

ロ

一

補 助 金 交 付 申 請 額 2, 150, 000円
ロ

P

〆
〆

日
日

０
０

２
２

月
月

４
３

年
年

５
６

和
和

《洞
〈詞

始
了

開
完

補助事業の期間（予定）

｜ 図事業計画書，

添 付 書 類
七

図前年度の収支決算書…
■ 巳

ﾛ 伊



事 業 計 画 書

1 事業の名称

部落解放運動啓蒙啓発等推進事業
一

2 事業の目的及び効果

目的 部落の完全解放

現実社会においては､多種多様な差別が存在しており､特に同和問題にいたっては、

差別発言や言動､就職差別や結婚問題など解決しなければならない数多くの事象が

未だに惹起している。不当な差別や人権侵害を防ぐことを目的とした人権教育啓発

推進法は､国､地方公共団体や国民の責務を明確にしています。また､部落差別

解消推進法では､部落差別の存在が法律上でも明らかにされ､これからも基本的

人権を尊重した教育活動や普及高揚を図る研修､広報等の活動がますます重要と

なってきています。この事業は､教育･啓発活動を推進するため、自己啓発を行うと

共に､行政関係者や教育関係者との研修会､相互理解を深めるため地域住民との

懇談会を実施します。また､地域住民の経済的､文化的水準の向上のための指導、

援助を行うなど差別意識解消に向けての啓蒙啓発活動を主な目的とする。“＝

効果 基本的人権の確立と差別意識の解消。

事業の内容及び活動計画等

･事業期間:令和5年4月20ゴから令和6年3月20目まで
･活動範囲；市内全域

3

時期 4月 10月 3月
､ ロ t

県行政､教育関係者対象研修会(5月） ぐ一公

代議員大会､支部総会(5月） q－傍

同和地区の存在する市町村担当者研修会(6月） ＜一世

中央本部総会(7月） 司一→

同和教育研修会(7月） ＜－し

行政､教育関係担当者研修会 前期(10月）

行政､教育関係管理職対象研修会(11月）

中央本部主催全支部合同研集会(1月）

行政､教育関係担当者研修会 後期(2月）

事
業

活
動

の
内
容

←仁

＜－少

＜一一し

ぐ"一ケ

支部懇談会(例月）

県､市町村交渉(随時）

弓一一 一

そ －－－－少



令和5年度 収 支 予 算 書

（収 入） 単位:円
■ Ｉ

卜
Ⅲ
，
Ｌ
Ⅱ
。
■
■
■
ｑ
■
■
■
日
■
Ｊ
■
■
■
■
ｑ
側
珊
‐
叱
冊
山
畑
Ⅲ
１
Ⅱ
胡
Ⅱ
ｊ
Ⅲ

5年度"
予算額①

4年度一
予算額②

比較増減
(①‐②）

区 分 摘 要

会 費 520,000 520,000 0

■

『 ロ

2,150,000市補助金 2,150,000 0

。I ．｡

繰越金 0 0 0
D B 由

〆

480,000
〆

その他 480,000 寄付金､支部長､会員負担金､利子一0

P ロ 』 I 。

1 1

合 計 3,150,000 3,150,000 01

（支 出 ） 単位:円

|節区分 比較増減 i
(①‐②）’總話 1

4年度
予算額② 補助金充当額 摘 要

講師謝礼 30,000 30,000 支部研修会･〆0 30,000

行動費(会議途交渉）1401000円

研修宿泊費1,150,000円・・

研修旅費 370,000円一

事務用品 等・

季 I 〆・・I ･･･1

旅 費 1,660,000 1,660,000 0 1,200,000

一

産 ﾛ

消耗品費 20,000 20,000 0

860,006研修参加費 860,000 参加資料代0 820,000
一

130,000
〆

130,000燃料費
〆■

ガソリン代 118,000円

灯油代 12,000円

0
U D I

Ⅲ
肌
Ⅲ
Ｍ
Ｉ
Ｈ
Ｂ
■
、
同
Ｉ
Ｉ
ｌ
Ｉ
ｐ
‐
■
Ⅱ

Ｉ

口･~1 ｡･I ．□I

印刷製本費 20,000 20,000 コピー代 等0

光熱費 60,000 60,000 電気代 54,000円“

ガス代 6,000円一

0
ロ ロ ．

1 0 ロ

通信運搬費 80,00080,000 0 切手代 20,000円

電話代 60,000円
■甲0

支部県連負担金 200,000円

女性部県連負担金40.000円

一

240,000負担金 240,000 0 100,000

F 1

公課費 50,000 50,000 啓発車自動車税0
h

Ｉ

b’1 。 I ‐-．1 ＝．今
巨

計 3,150,000 3,150,000 0 2,150,000

- -0 __ 一 _丘一 一凸 一一一 一△－ －－－L__望



令和4年度 支 決 算 書収

単位:円（収 入）

｜
I

l

1

1予算額① 決算額② 増減(②-①） 摘 要区 分

■■ 正 画

会 費 520,000520,000 0
■

市補助金 2,150,000‐ 2,150,000 0
ロ I I E

繰越金 0 0 0

〃1

その他 480,000 寄付金､支部長負担金､会員負担金､利子443,240 △36,760

i n 【 ｡

合 計 ’ 3,150,000 3,113,240 △36,760

（支 出 ） 単位:円

卜
予算額①節 区 分 決算額② 増減(②-①） 補助金充当額 摘 要

講師謝礼 30,000 60,000 支部研修会30,000 60,000 b1

行動費(会議､交渉）144,000円

研修宿泊費 700,000円一

研修旅費 430,160円

'

700,000旅 費 1,660,000 1,274,160 △385,840

D ロ ﾛ

消耗品費 20,000 20,850 事務用品 等850
■

研修参加費 860,000 1,160,000 300,000 参加資料代1,150,000
■串

｡．I け

燃料費 130,000 146,000 ガソリン代

灯油代

16,000 1 30,000円

16,000円
1

1

印刷製本費 20,000 20,370 コピー代 等370

〆 I 子

光熱費 60.000 60,000 電気代

ガス代

0 54，000円

6,000円

ｒ
Ｏ
■
Ｉ
ｌ
Ｕ
９
ｕ
Ⅱ
■
■
■
ｌ
‐
－
１
■
凸
■
■

I

通信運搬費
卸､

80,000 80,160 160 切手代

電話代

20,160円

60,000円■ ■ D B

負担金 240,000 240,000 支部県連負担金 200,000円

女性部県連負担金40卿000円

0 240,000

●

由 ﾛ 一 ロ J･ E ロ

公課費 50,000 51,700 啓発車自動車税1,700

I ド

■ ■ P ■

1 1

’合 計 3,150,000 3,113,240 △36,760 2,150,000



IIIININII||
付 せ ん 貼 付 棚

|保存｜‘年|分類紀鋒’分 類 記 号5年保 存

文:勝記･号番 号 ’
云

令和 5年 4月1 3fl施行･予定5 つくば 地改 第 ／0 §

令和タ年牛月/3m卿付"i::･施行上の注意
〆

瀞而決裁方式の理由：ア（第1号骸当）

施 行

令和夕年午月〃fl決 裁
一

令和 5年 4月11日起 案

’ 収 受 令和 年 月 I別令和 年 月 日先方の文響

公印照合 押 印宛先 起案部局 術民部

③
茨城県地域人権逆勤連合会

つくば支部

支部長

地域改蕪対策寵

係
0

起案者聡氏端

熊任

山|刑 耕太 ‘ I
発信者 市長名 2430、'奎翼･’

ゾ

篭諦

側:翁（人権連)令和5華度つくば市民間運動団体活動補助金の交付決定について

1

このことについて、 別紙 のとおり

補助額を決定し、通知 してよろしいか伺います。

③

決 裁 権 者 群 識 聯 査

文 緋 主 任 令法

I

i耐熱一 文撫徽:理主任
ﾛ

鞠I.lj l
p H

合議又は供随 仕上り希望 月 日

滴 打 ち

原 紙
タ イ プ

浄 例文嘉録

有 （

無

例文薙録

ワード

プロセッ･リ

）

要・否
【 ． I

その他

0

醤■

浄番受付 浄 瀞 浄襟照合

ノ 1 1

ﾛ ﾛ

発送稚別

瞥通 緋留 速達

小包 使送

発 送発

送 月 日

つくば市 008735



備 考 ・ 希 望 ・ 意 見 等 記 入 柵 記載者職氏名印

起案理由：つくば市袖助金等交付適正化規則第7条の規定による

別紙：令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書

令和5年度つくば市民間連動団体活動補助金交付IIIﾖ諦譜（団体より）

事業成果・効果：同和問題の早期解決に寄与（行政補完）

ひ

予算措置；当初予騨計上 03-01-07-1 1-18-02-41 4, 1 50千円

1 1

根拠法令等：つくば市補助金等交付適正化規則

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項
■ 、

1 1

その他必要な事項：先方からの要望により、令和3度から補助金交付額を一時減額

予算額：200,000円 令和3年度以降の申請額: 150, 0001:り

第1ガイド：地域改善対策篭共通

0

第2ガイ．ド：補助金共通

フォルダ ：市補助金申請・交付決定

’ ．

I

子

I
I

I

■

1

I



様式第2号（第7条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書
L

5 つ く ば 地 改 第/0号

令和5年(2023年)4月/3日

茨城県地域人権運動連合会

つくば支部

支部長'－－一 －1様

つくば市長 五 十 嵐 立 青

〆

令和5年(2023年)4月11日付けで申請のあった補助金の交付について次のとおり決定
したの.で、通知します。

色 〆●

補 助 事 業 の 名 称 人権・同和問題の学習・啓発・研修推進事業
G

補助 対 象 経費 総額 336，400円

交 付 決 定 額 15･0, 000円

|交付条件

'('鱒霧誉窒鰡駕這駕駕雪難聴感誤字の増減を除く｡）
'(2)補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け
なければならない。

(3)補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4)補助対象事業は､令和5牟度の事業とし、3月31日までに完了しなければならない。
(5)市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、帳簿、証

拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならない。

(6)補助金に係る実績報告書を、補助対象事業が完了した日から起算して20日以内、若し

くは3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(7)市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金交付の条件に違反したとき。

(8)前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならな

い。
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１
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様式第1号(第6条関係）

灘÷和舅年度つくば市民間運動団体活動補助金交付幅ゞ
＃夕．

一

11日令和5年 4月
’苧･

3

つくば市長 五十嵐 立青 様

茨城県地域人権運動連合会つくば支部団体名

申請者

郵便番号

住 所

電話番号

－
１
１

’代表者名 支部長

l

ゞ－．噸.‘…－－－…__"j

補助金の交付を受けたいので､次のとおり申請します。

,

ロ

補助事業の名称 人権･同和問題の学習"啓発･研修推進事業
’
I

I
』

〆

補助対象経費総額 336, 400円
I

’1 ' ’

一

補助金交付申請額 150, 000円
｜ ’

■
■
■
■
■
■
■
Ｄ

Ｂ
Ｄ
６

〆'

15日

20B補助事業の期間(予=)|臺琴

日
日

矛
素

今
わ
く
詞

年
年

５
６

月
月

４
３

’
事業計画書＝

収支予算書

前年度の収支決算書

回
国

園

添 付 書 類



事業計画書

ー

1、事業の名称 人権"同和問題の学習･啓発"研修推進事業

2,事業の目的及び効果＝‐

"目的

「部落差別解消法｣や｢人権教育"人権啓発推進法』など国県の人権･同和問題解決の法律等

の趣旨にもとづき､人権･同和問題の正しい理解を促す啓発｡学習推進事業､地域社会住民の

理解向上のための研修事業を行うことにより､同和問題の解決と人権が尊ばれる､住みよいまち

づくりを促進する。

｡効果

地域社会において人権･同和問題の解決が前進し､人権が尊ばれる､住みよいまちになること

が期待できる。

3,事業の内容及び活動計画等

･活動期間:令和5年4月15曰から令和6年3月20日まで
鴎活動範囲市内全域

支 部 事 業 県 連 ・ 本 部 の 事 業

月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月
月

４
５

６
７

８
９

０
１

２
１

２
３

１
１

１

『インターネットをめぐる問題｣学習会

｢茨城水平運動｣学習会

県連主催人権と同和問題学習会(結城市）

県外視察(高崎市）

｢人権啓発の課題｣学習会

県連主催行政教育懇談会(栃木県）

支部総会

*定例 支部会議

随時 茨城県(1月）"市交渉



〆

令和5年度 収支予算書

(収入） (単位:円）
一

摘 要令和5年度

予算額① 鑿憲I
比較増減

①－②

区 分

一

-42.000

■■q

会 費 176.400 218.400

夕｡←1 ，勺

補助金 市補助金150.000 150.000 0

．,I ‐.」 ．．、

その他 支部長負担金｡利子10.00010.000 0|
r一〈ロ

計 336.400 378.400 -42.000

(支出） (単位:円）

|進縛
｜ 摘 要節 区 分 令和5年度

予算額①

令和4年度

予算額②

比較増減

①一②

補助金充当額

I。 ･･･I 【 画

講師謝礼 学習会"視察170.0001 182.400 120.000-12.400
r･

'70.00円

旅費 18.000 研修旅費
｡、

12.000円

研修宿泊費
了『

0円

行動費(会議等）

6.000円

18.000 10.0000

参加負担金 10.000 10.000 参加資料代
"旬p

10.000円

10.0000

●兵ロ 伊■1 ■■

消耗品費 3.000 事務用品等
グタ

3000円

3.000 0 0

〆

15．400燃料費 ガソリン代
。

15.400円

35.000 -19.600 0

ザ

印刷製本費
草『。 cFB ザザロ 円

円
０

０
０

０

０
０

１
４

降
雪

．
図

15.000 15.000 10.0000

ロ 8

認

0通信運搬費 25.000

円
ゞ
円

０
０

０
０

０
０

２
３

２話
手

電
切

25.000

1 1

負担金 80.000 90.000 -10.000 支部会費機関紙誌代・
●

80.000円

〆

378.400

谷
口

計 336.400 150.000-42.000

ー一_--- _ I



"ず

令和4年度 収支決算書

(単位&円）(収入）
一

一

区 分 令和4年度

；予算額①

令和4年度

決算額②

比較増減

②－①

摘 要

＝
〆

218.400 ’会 費 218.400 0
〆

補助金 市補助金 …
●

支部長負担金・利子〆

150.000 150.000 0

〆

10.000その他 10.000 0
一

6

谷
口

計 378.400 378.40 0

(支出） (単位:円）

節 区 分 令和4年度"1

予算額①’
令和4年度

決算額②

比較増減

②一①

補助金充当額 摘 要

講師謝礼 学習会"視察

180.000円

182.400 180.000 -2400 130.000

旅費
ﾛﾛ ﾌﾟ

研修旅費

3.000円

研修宿泊費
0円

行動費(会議等）

10‘000円

18.000 13.000 -5.000 0
一

〆

6.000参加負担金 参加資料代

6.000円

10.000 -4000 6000

消耗品費 事務用品等

380円

3.000 380 -2.620 0

ガソリン代

14.280円

燃料費 35.000 14.280 -20.720 0
1

印刷製本費
一

コピー 0円

図書44.000円

15000 44.000 29.000 14.000

〆

1 1

通信運搬費 電話30.000円

切手 740円

25.000 30.740 5.740

負担金 90.000 90.000 0 支部会蟹.機関紙誌代

． 90.000円
〆

､〆

378.400

｡『曲今
回

計 378.400 0 150.000



|i I IIIIIINN
付 せ ん 貼 付 棚

|保褥｜‘年|分類紀駿｜■ 」分 類 記 号保 存 5年

’ 施行予定 令和 5年 4月171ヨ5 つくば 地改 第文 諜 記･号番 号
I可

'ずﾉI

令和3年4月ノ￥I房’回付上・施行上の注意

醤而決裁方式の理幽：ア（第1号該当）〆

施 行

令和5年 午月/I I3決 裁■

令和 5年 4月11日・起 案

’ 収 受 令和 年 月 ｜ヨ令和 年 月 ｜胃I先方の文寄

公印照合 押 印宛先 市民部起案部局

③
全|畠1本|司和会茨城県連合会

谷職I部支部

支部長

地域改善対策室

係

■様
？

起案者恥氏稲

主任

山田 耕太 ｡ ｝
発信者市懲

2430、§鑿砿話

件名（全日本谷田部)令和5隼度つくば市民間運動団体活動補助金の交付決定について

このことについて、 別紙 のとおり
､

補助額を決定し、通知 してよろしいか伺います。

決 我 権 者 稀 識 群 識

糯 識

課長

美野本.､蔀
･品。,?i､『b，

。：‘..､‘.。､.…

f鼠･韓も､:j･#3
名･の 和己、

""'

蕊藤
文 瞥 主 任 法 令

臘総
玲子

文緋管理主任

鰯11I I

■
■
ｇ
ｅ

合議又は供蝋 仕｣二り希望 月 日

消 打 ち

原 紙
タ イ プ

浄 例文登録

有 （ ）

無

例文登録 要・否

ワード

プロセッ､ｿ．
E

その他

p H

瀞

浄諜受付 浄 書 浄諜照合
､

1 0

発 発送種別

普通 醤關 速達

小包 使送

発 送

逆 月 ｜ヨ

つくば市 009458



記戦者職氏名印備 考 ・ 希 望′， 意 見 等 記 入 棚

地域改善対策室

主任

繍山"1#

起案理由：つくば市補助金等交付適正化規則第7条の規定による

別紙：令和5年度つくば市民間運動団体活勤補助金交付決定通知譜
令和5年度つくば市民間逮励団体活動補助金交付申諦帯（団体より）

事業成果・効果：同和問題の早期解決に寄与（行政補完）
○

,予算措悩:当初･予算計上03-0 1-07- 1 1 ~ 18-02-4 1 4, 1 50千円

根拠法令等：つくば市補助金等交付適正化規則

令和'5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付要項

その他必要な事項：特になし

第1ガイド：地域改善対策室共通
■

第2ガイド；補助金共通

|フォルダ：市補助金噸諸･交付決定

１
１

Ⅱ

’ 1

1 1

16

｜

■

Ⅱ 。

夕

ロ

I

I



様式第2号（第7条関係）

令和5年度つくば市民間運動団体活動補助金交付決定通知書

｡一

5つ く ば 地 改 第 〃号

令和5年(2023年)4月杵日

全日本同和会茨城県連合会

谷田部支部

支部長r－ ｜様

つくば市長 五 十 嵐 立 青

令和5年(2023年)4月11日付けで申請のあった補助金の交付について次のとおり決定

したので、通知します。

◆

I ・
ﾛ

G■一

補 助 事 業 の 名 称 部落差別解決啓蒙啓発推進事業

補助 対象経費総 額 1，485，000 円
o西

交 付 決 定 額 900, 000 円
凸

交 付 条 件

(1)補助対象事業の内容の変更（補助対象経費総額の30パーセン 卜以内の増減を除く。）

をしようとするときは、速やかに市長の承認を受けなければならない。

(2)補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受け

なければならない。

(3)補助対象事業が予定の期間に完了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となっ

たときは、速やかに市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(4)補助対象事業は､令和5牟度の事業とし、3月31日までに完了しなければならない。
(5)市長がこの補助対象事業について、報告を求め、又はつくば市職員をして、帳簿、証

拠書類その他の物件を調査させる場合は、これに応じなければならない。

(6)補助金に係る実績報告書を、補助対象事業が完了した日から起算して20日以内、若し

くは3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(7)市長は、次のいずれかに該当したときは、この補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消すことができる。

ア 不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

イ 補助金を他の用途に使用したとき。

ウ 補助金交付の条件に違反したとき。

(8)前号の場合において既に交付した補助金があるときは、それを返還しなければならな

い。
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様式第1号（第6条関係）
ﾏ や

■町 ●争

う1．ｿ､画1
．噸、，-勘‘、 f八.勺

織
脚
腋
湖
溌

令和5年度つくば．市民間遮動|謝体活動補助金交付1;ﾄI請響

一

令和 5年 4月 11日

牡”

つくば市長 五十嵐 立青 様

団体 名 全|ﾖ本間和会茨城県逮合会

谷田部支部

｢－－1申請者 代表者氏名

郵便番･号

住 所

電話番号

剛 『
１
１
１
１

-」

補助金の受付を受けたいので、次のとおり申請します。

・9

一

部落差別解決啓蒙啓発推進事業補 助 事 業 の 名 称

●

I

I
F

＝今

補助 対 象経 賀 総 額 1, 485, 000 1:9

▲b■で

補 助 金 交 付 申 請 額 900,0001:'1

I

開始 令和5年 4月 251ヨ

補 助 事 業 の 期 間（予定）

完了 令和6年 3月
U”■巳

251ヨ
■

■ P

図 事業計画鍔

図収支予算謬〆

図前年度の収支決騨書添 付 審 類

I

I

ロ



事 業 計 画

奎皀

1事業の名称

部落差別解決啓蒙啓発推進事業

2事業の目的及び効果.‐

部落差別は解消富れ劇｡.あゑ過囚の、心理的差別は念蕊顔提強魚.……….….“

海底k.鷺ぃ窯或息…烏魚差別解消鳶貝損賠.罵社念鳴’啓蒙廣発濯動鳶展開..,,剛…

すると共に自らも啓発するよう社会情勢篝鰯裳習.会,の開催や行政教育

関係者との相互劉尋を図量斑修金魚蝿参加套逼.鴫’蔦社煮魚の啓蒙啓発

活動を展開.陰.て います｡ 同和問題は国民的課題であり、国民の同和

間題鳫煎宣ゑ黒照.脇理解を得て､…部落鰯寵全鯉溌点碁禿的人権鰯確嘉...‘,‘‘…

“鴦漁‘急蘓差別④.熟》閉ゑい社会鴦創罰.儲…..…,..........‘..……….…...….………...….…....….……….‘.､.......”

3事業の内容及び活動計画書

・事業期間：令和5年4月25日から令和6年3月25日まで

・活動範囲： 市内の一部地域 （谷田部地区）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）

茨城県連合会谷田部支部総会（谷田部支部事務所）

全日本同和会全国合同研修会（銀座ブロツサム）

茨城県連合会執行部会議（茨城県連合会事務所）

全日本同和会全国支部長級会議（東京砂防会館）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）

全国青年部研修大会（大阪ドーンセンター）

茨城県連合会支部長会議（茨城県連合会事務所）

茨城県連合会研修大会（結城市民センター）

茨城県連合会正副委員長会議（茨城連合会事務所）

関東東北連合会会議（埼玉県連合会事務）

全国女性部研修大会（メルバルク京都）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）

茨城県連合会正副委員長会議（茨城県連合会事務所）

関東東北連合会連絡協議会（東京都連合会事務所）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）

全国支部長級合同会議（同和会本部会議室）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）

､全国合同研修会（東京星陵会館）

茨城県連合会執行部会議（茨城県連合会事務所）

全国正副委員長会議（東京砂防会館）

茨城県連合会定例理事会（茨城県連合会事務所）
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書令和 5 年度 収 支 予 算

単位：円収 入 ）
I

令和5年度〆

予算額①

令和4年度．
d

予算額②

比較増減

(①－②）
摘 要区 分

ロ
(※単価×期間・回数×人数等椴算根拠を記入）
一一＝ ■ ■ － 一 ．ー- －

！…

〃

450,000会 費 450‘OOO 0

I
、I ・・ 1 1

市補助金 900,000900,000 0
Ⅱ 1 B

，．’ 〆．I 銭I

繰越金 0 00

‐．I 〆 I 〃

支部長負担金、利息135,000 0その他 135,000

|螂加'’61

〈画

1,485,000 0三§‐
貢！ 1,485,000

串 ▲ 一

単位：円支 出 ）

令和5年度

予算額①

令和4年度

予算額②
補助金充当額 摘 要節 区 分

(①一②）

1 ．，．1 ‐.‐I 、、

Ｉ
『
１
■
■
，
■
Ｂ
Ｂ
Ｉ
■
Ｂ
Ｂ
■
■

ｐ
ｂ
ｒ
Ｄ
ｐ
ｌ
０
■
日
・
も

F‐ロ R n B

各研修費会旅費代旅費 440,000600,000 600,000
n
U

J

460,000

〆 I ヂ･I

各研修費会参加費、負担金研修会負担金 460,000 0 460,000

n J ．

I 子5~I 〆 I 、’1 I

ガソリン代、灯油代燃料費 120,000 0120！OOO
ロ ロ 】

I
.･･I ．． I jl

コピー代、その他印刷製本費 15100015,000 0

『
１
Ｊ
・
■
ｌ

Ｕ
ｌ
ｒ

ロ

‐
Ｆ
‐
Ｐ
■
画
甜
１
１
『
‐
‐
Ｆ
■
■

Ｉ
Ｕ
Ｄ
Ⅱ
Ｉ
ｊ
ｐ
Ｉ
『

9． l I I P

電気代、ガス代光熱費 50,000 050,000

f

10，000 事務用品、消耗品消耗品 10,000 0

ﾛ ﾛ

.・・ 】 。

県連への負担金負担金 150,000150,000 0
■

戸 I 、ロ 、 h＝‐

切手、電話、その他通信費 8.0,000 080，000

I 1p

刃 B p R

ﾛ ﾛ ﾛ ロ

T一一一

’|Ⅷ "61』州叩’計

〈ロ

1,485,000 0 900,0001,485,000



令和 年度 収 支 決 算

聿
冨

4

単位） 円収 入
■■ 一 － ▲」

Ⅲ
Ⅱ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅱ
ｈ
Ⅲ
Ⅲ
Ⅲ
山
肌
Ⅱ
凹
廿
、
１
１
４
．
Ｌ
’
。
ｎ
句
１
血
■
■
巴
‐
・
’
０
１
１
１
１

決算額② 増減(②さ①）予算額① 摘区 分 要

~’
〆

450,000会 費 450,000 0

『

,’ ．．.‘I ，.’

市補助金 900,000 900,000 0

ロ

.F口ロ

、 〆

繰越金 00 0

i n 1 ．，W
〆

183,360 支部長負担金、利息その他 135,000 481360

｜
|

ﾛ

＝ ﾛ

．..’
今鈩〈口

計 48‘3601,485,000 1,533,360

支 出 ） 単位：円

１
日
■
Ⅱ
旬
ｑ
１
日

■ ■ ■ ■ ■

決算額② 増減(②-①）予算額① 補助金充当額 摘 要節．区 分
b ■

参･･I 。~I ． I ． I ．’

各研修会旅費代旅費 500,000600,000 631，560 31,560

B ロ ロ ■

凸〆

460,000 各研修会参加費負担金ゞ研修会負ｷ日今 480,000 20,000 400,000

〆色

-5,200 ガソリン代/灯油代燃料費 114,800120，000

■手

ザ I
■

コピー代/その他印刷製本費 15，000 17,000 2‘OOO
や

〆

2,000 電気代/ガス代光熱費 52,00050,000
1 1 1 1

Dq ロ ●申、 ロ

事務用品消耗品消耗品 10‘000 010,000

1 ヶ ロ I

F Ⅱ 【
■■■

県連への負担金負担金 150,000 150,000 0
I D U

』~~I 〆．’ ，

切手/電話/その他通信費 80 1000 78,000 -2,000

ﾛ

】 ロ f

I

〆 ﾛ 一勺
F

ル

計

〈ロ

1,485,000 1,533,360 48,360 900,0001
1

、


